
付紙様式第２ 

事  業  評  価  書  

補 助 事 業 名 教育文化施設：第五中学校屋内運動場床面改修工事 

補 助 事 業 者 名  武蔵村山市長 

実 施 場 所 武蔵村山市残堀五丁目５５番地（第五中学校）  

補助事業の成果の目標 

第五中学校屋内運動場は、昭和５５年竣工より３０年以上が経過し

ており、床材が老朽化していることから、このまま使用すると生徒の

怪我の原因になりかねない。  

このことから、床面を改修し、生徒の学習の場である学校教育におけ

る教育環境の改善を図るものである。  

【参考指標】              

 第五中学校生徒数 ５０５人（令和７年５月１日現在）  

補 助 事 業 の 内 容 屋内運動場床面の改修 

補助事業の始期及び終期 令和７年度 

事業費及び交付金額 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 計  

事業費 

円 

      

0 

円 

 

56,870,000 

円 

     

 0 

円 

 

56,870,000 

交付金額 

円 

     

0 

円 

 

31,650,000 

円 

     

 0 

円 

 

31,650,000 

補助事業の成果及び評価 

並びに地域住民への周知 

の実施状況 

【補助事業の成果及び評価】  

学校の教員及び学校の教員を通じて生徒からの声をヒアリングし

た結果、「床が見違えるように奇麗になり明るい雰囲気になった」「サ

サクレだった床面がなくなり怪我の心配がなくなった」「床が滑りづ

らくなった」等大変好評との評価を受けたことから、当該事業により

教育環境の改善が図られていることを確認することができた。 

【地域住民への周知の実施状況】  

・市ホームページに掲載  

・「教育むさしむらやま」（令和８年４月１日発行予定）で保護者に通知    知 

・工事完了後に当該施設に補助事業であることを明示  

事業の改善措置及び今後

の対応 

事業の改善措置はないが、市内には同様に改修が必要な学校がある

ため、今後も順次計画し事業を実施していく。  

事業の評価に際しての第

三者機関の活用の有無  
 無 

 


